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 収容動物の管理・譲渡動物の管理訓練育成及び 

愛護事業用動物の飼養管理業務委託実施要領 
業務内容 

業務の委託を受けた者（以下「受託者」という。）の作業内容は、次のとおりとする。 
 
１ 動物愛護センター（以下「センター」という。）における業務 
  ア 収容動物の飼養管理、致死処分後の保管及び収集業務車への搬出 
  イ 収容施設（別紙１「収容棟・管理棟の一部）」）の清掃及び消毒 
  ウ 譲渡動物の飼養管理 
  エ 譲渡動物飼養施設（別紙１「収容棟・管理棟の一部」）の清掃及び消毒 
  オ 譲渡動物の基本的なしつけ・訓練・馴化の補助 
  カ 幼齢動物の基本的な育成・社会化の補助 
  キ 搬送用ケージ、容器等の洗浄及び消毒 
  ク 所有者への返還及び引取りの対応 
  ケ 収集搬送業務車搬入時に受入室から収容室への搬入 

コ センター捕獲車搬入時に受入室から収容室への搬入補助 
  サ 収容棟周辺の除草及び収容棟南側屋外犬係留場所の環境整備   
  シ 譲渡対象犬の屋外犬係留場所への係留及び管理 

ス 子犬の飼養管理及び子犬舎の清掃及び消毒 
セ 子猫の飼養管理及び子猫ケージ等の洗浄及び消毒 
ソ 愛護事業用動物の飼養管理及び愛護動物舎の清掃及び消毒 
タ 飼養施設等における施設及び設備類の点検業務 
チ 可動式子犬・猫ケージ等の洗浄及び消毒 
ツ 収容施設（別紙１「収容棟・管理棟の一部」）内の収容動物の移動 

 
 
２ 動物愛護センター東葛飾支所（以下「支所」という。）における業務 
  ア 収容動物の飼養管理 
  イ 収容施設（別紙４「収容棟・管理棟の一部」）の清掃及び消毒 
  ウ 所有者への返還及び引取りの対応 
  エ 抑留期間が満了した収容動物、引取った犬、猫の搬出の補助 
  オ 譲渡動物の飼養管理 
  カ 幼齢動物の基本的な育成・社会化の補助 
  キ センター捕獲車搬入時に受入室から収容室への搬入補助 
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３ 業務従事日時 
（１） 動物愛護センター 富里市御料７０９－１ 

ア 受託者は、毎日業務に従事するものとする。 
イ 開庁日の業務時間は午前８時３０分から午後５時１５分までとし、その間に業務

をすべて終了すること。作業内容・人数は（別紙２）を参考とする。 
ウ 閉庁日（土、日、祝日、年末年始）の業務時間は午前８時３０分から午後３時 
３０分までとし、その間に業務をすべて終了すること。作業内容・人数は（別紙３）

を参考とする。 
 
（２） 動物愛護センター東葛飾支所 柏市高柳１０１８－６ 

ア 受託者は、毎日業務に従事するものとする。 
イ 開庁日の業務時間は午前８時３０分から午後５時１５分までとし、その間に業務

をすべて終了すること。作業内容・人数は（別紙５）を参考とする。 
ウ 閉庁日（土、日、祝日、年末年始）の業務時間は午前８時３０分から午後４時ま

でとし、その間に業務をすべて終了すること。作業内容・人数は（別紙５）を参考

とする。 
 
 
４ 報 告 
（１） 受託者は、前記業務に従事するときは、センターまたは支所の狂犬病予防員による

指示に基づいて実施し、終了後、委託業務管理日誌（本所）（第 1 号様式）又は委

託業務管理日誌（支所）（第２号様式）によりセンター所長の確認を受けなければな

らない。 
（２） 受託者は、動物が死亡した場合はセンターまたは支所の狂犬病予防員へ速やかに通

報し、指示に基づき対応すること。 
（３） 受託者は、受託業務範囲の機械、器具、設備などに故障または破損が生じたときは、

センター職員へ通報し、指示を受けなければならない。 
 
 
５ 動物愛護センターの負担とする経費 
（１） 業務で使用する設備、機械等の保守点検経費及び修繕費。 
    ただし、受託者の責に帰する場合は除く。 
（２） 業務で使用する飼料、薬剤、備品及び消耗品に関する経費。 

（業務従事者の被服等は除く。） 
（３） 業務に必要な燃料、電気及び水道の使用料金。 
 
 
６ その他 
（１） 動物の取扱いは、動物愛護思想の理念のもとに行うこと。 
（２） 収容動物とはセンターに収容しているすべての動物。 
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（３） 譲渡動物とは譲渡対象のすべての動物。 
（４） 当要領に基づく業務は、再委託は認めない。 
（５） 致死処分後の保管方法並びに場所は、センター所長が指示する。 
（６） その他センター及び支所の収容動物等でセンター所長が指示した事項。 
  
 
７ 対象施設 
（１） 千葉県動物愛護センター 
     千葉県富里市御料７０９－１ 
（２） 千葉県動物愛護センター東葛飾支所 
     千葉県柏市高柳１０１８－６ 
 
 
 
附 則 この要領は、昭和６１年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、平成６年９月１日から施行する。 
附 則 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、令和 ２年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、令和 ３年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、令和 ４年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、令和 ５年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、令和 ６年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、令和 ７年４月１日から施行する。 
附 則 この要領は、令和 ８年４月１日から施行する。 
 
 



第１号様式 
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委託業務管理日誌（本所） 
 
    年   月   日（  ） 氏名  

 
搬  入  犬  頭  猫  頭 返 還 犬  頭   猫  頭 
搬出作業（焼却） 犬       Kg 

猫       Kg 
未搬出（残）無・有 犬   Kg 
          猫   Kg 

施設名 室名 
飼養管理頭数 給

餌
給
水 

清
掃 

消
毒 備考 

犬 猫 

収容棟 

譲渡犬室Ｂ       
譲渡犬室 D       
小型犬室 C       
動物収容室Ｅ       
譲渡犬室 A       
第１号室       
第２号室       
第３号室       
第４号室       
第５号室       

収容棟（猫） 猫室       

犬係留場所 屋外       

子犬舎① No.1～4       

子犬舎② No.1～４       

愛護動物舎        

管理棟 

譲渡犬管理室       
モデル犬管理室       
手術室       
譲渡猫管理室 A       
譲渡猫管理室 B       
譲渡猫管理室 C       
猫の部屋       

合計       
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 成体 幼齢 
犬 猫 犬 猫 

譲渡動物の基本的なしつけ・訓練頭数 
 －  － 

譲渡動物の基本的なしつけ・訓練終了 
頭数 

 －  － 

育成頭数 － －   

馴化頭数 
    

飼養動物の事故等 
 
 
 
 
 
 

機械・器具の不良等 
 
 
 
 
 
 

備考 
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委託業務管理日誌（支所） 
 
    年   月   日（  ） 氏 名  

施設名 室名 
飼養管理頭数 給

餌
給
水 

清
掃 

消
毒 備考 

犬 猫 

収容棟（犬） 

鑑定室       

第１室       

第２室       

第３室       

第４室       

第５室       

第６室       

収容棟（猫） 猫室       

譲渡猫舎 成猫       

犬係留場所 屋外       

管理棟（猫） 手術室       

合計       
 

飼養動物の事故等 
 
 
 

機械・器具の不良等 
 
 
 

備考 
 
 
 

 



譲渡犬管理室

-
7
-

犬係留場所

動物愛護センター管理棟

事務室

猫の
部屋

資料室
玄関

多目的ホール トリミング

細菌検査室
譲渡猫
管理室A

手術室
ホール 女子トイレ 男子トイレ 男子更衣室

譲渡猫
管理室B

機械室
女子
更衣室

譲渡猫管理室C

モデル犬管理室

所長室
給湯室

洗濯室
ｼｬﾜｰ室

障害者
トイレ



犬係留場所

第１号室 

譲渡犬室E 受入室 猫室

第３号室

譲渡犬室A
動物収容室

B
小型犬室

C
譲渡犬室♀

D

前室

飼料室

子犬舎②

愛護動物舎

階段

下部焼却炉

第４号室 第５号室

飼料室

-
8
-

誘導室

動物愛護センター収容棟

滅菌室
第２号室

休憩室

トイレ

機械室

処分室

コントロール室

子犬舎①

ガスボンベ
室
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動物愛護センター東葛飾支所

鑑
定
室

駐車
エリア

1 2 3 4

機械室（ 犬 収 容 室 ）

（管　理　棟　１Ｆ）

蒸
発
散
槽

１号井戸

管理人休憩室
（収　容　棟）

スロープ

犬魂碑

搬出室

5 6
猫室プラット

通路

脱衣所
洗濯室

シャワー室廊
下事務室

倉庫

準備室
薬品・天秤室 貯

留

槽玄関
検査室 手術室 ガスボンベ室

変圧器 譲渡猫舎 車庫
犬
係
留
場
所

洗車場
休憩室 給湯室 通用口 女性用

Ｗ・Ｃ
障害者用
Ｗ・Ｃ

男性用
Ｗ・Ｃ

機械室

車
庫

浄
化
槽

倉庫

男性用更衣室

廊 下

小会議室 会 議 室
（管　理　棟　２Ｆ）

Ｗ・Ｃ
使用禁止

書庫 資料 標本室



別紙１

収容施設一覧　 ※　作業人数は参考とする

平　日 休　日

譲渡犬室B ５ ５

譲渡犬室D ５ ５

小型犬室C １０ １０

動物収容室E ２ ２

譲渡犬室A ８ ８

第１号室 ４ ４

第２号室 ４ ４

第３号室 １４ １４

第４号室 １２ １２

第５号室 ２０ １部屋

収容棟（猫） 猫　室 １６ １６

犬係留場所 屋　外 ※①　１５ ※②　１ １８４㎡

子犬舎① №１～№４ ８ ４部屋 ２３㎡

子犬舎② №５～№８ ８ ４部屋 ２３㎡

愛護動物舎 １ １部屋 １３㎡

譲渡犬管理室 １０ １０ ２５㎡

モデル犬管理室 ４ ４ ５１㎡

手術室 犬１　猫４ ５ １７㎡

譲渡猫管理室A １２ ６ １５㎡

譲渡猫管理室B １５ ５＋１区画 ３２㎡

譲渡猫管理室C １２ ６ １５㎡

猫の部屋 ６ １部屋 １２㎡

計 ２７室 １８１ １０４ １１８０㎡

-
1
0
-

７７０㎡

管理棟（犬）

管理棟（猫）

収容棟（犬）

施設名 室名
収容可能
頭数

ケージ数 延べ面積 備考
人　　数

勤務時間
８：３０～１５：３０

３人

※①は係留頭数、
収容可能頭数には
含まない

※②　係留場所は
１施設として計上

※③　譲渡動物の基
本的なしつけ・訓練・
馴化の補助を中心に

実施

勤務時間
８：３０～１５：００

３人

勤務時間
１２：００～１５：００

３人

勤務時間
１５：００～１７：１５

２人

勤務時間
８：３０～１５：００
１人※③



別紙２

①（2人　８：３０～１５：００） ②（３人　８：３０～１７：１５）

↓

↓ ↓

↓ ↓

１３：００～１４：３０　譲渡対象犬を収容棟へ戻し清掃消毒・給餌・給水

↓ ↓

１４：３０～１７：００　搬入車からの動物の受け入れと給餌・給水

↓ ↓

③②（１人　８：３０～１７：１５）

↓

↓

※　作業人数は参考とする

返還・引取り犬猫の対応、焼却対象動物の保管・搬出業務

-
1
1
-

平日タイムスケジュール　　（例）
収容動物の飼養管理

８：３０～１２：００ １２：００～１３：００ １３：００～１７：１５

収容棟の犬・負傷猫管理（給餌・給水・清掃等）

休　憩

譲渡対象動物の飼養管理
屋外施設から収容棟に戻し、係留場所の清掃・消毒

給餌・給水等子犬舎①②の給餌・給水・清掃等

愛護動物舎の給餌・給水・清掃等
センター捕獲車到着時に犬・猫の搬入補助

譲渡対象動物の飼養管理
屋外施設へ係留し環境に適応させる

給餌・給水と飼養場所の清掃
犬猫等収集業務委託車到着時の搬入業務

機械類の点検等

返還・
引取り
犬猫の
対応・

焼却対象
動物
の

保管・搬出
業務

　　８：３０～１２：００　管理棟及び収容棟の譲渡対象犬猫の基
　　　　　　　　　　　　　本的なしつけ・育成・馴化

１２：００～１３：００　休憩

　１３：００～１７：１５　管理棟及び収容棟の譲渡対象犬猫の基
　　　　　　　　　　　　　本的なしつけ・育成・馴化

作業工程

　８：３０～１０：００　子犬舎①②の給餌・給水・清掃等

返還・
引取り
犬猫の
対応

焼却対象
動物
の

保管・搬出
業務

　　８：３０～１２：００　収容棟収容犬・負傷猫の給餌・給水・清掃等
　　　　　　　　　　　　　  収容棟譲渡対象犬の係留・飼養場所の清掃

　・消毒・基本的なしつけ等１０：００～１１：００　愛護動物舎・収容棟猫室

１１：００～１２：００　収容棟譲渡対象犬の係留補助 １２：００～１３：００　休憩

１２：００～１３：００　休憩

１３：００～１４：００　子犬の基本的なしつけ（育成・社会化等）

１４：００～１５：００　子犬舎周辺の環境整備（掃除洗濯等） １７：００～１７：１５　終業点検
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１２：００～１３：００

①（午前　３人） ②（午前　１人）

↓

↓

↓ ↓

※　作業人数は参考とする

↓

↓

↓

-
1
2
-

収容棟の犬・負傷猫　　　（給餌・給水・清掃等）

管理棟譲渡対象猫の飼養管理（給餌・給水・清掃等）

収容動物の飼養管理
８：３０～１２：００ １３：００～１５：３０

８：３０～１２：００（収容棟収容犬・負傷猫）

１３：００～１４：００（管理棟譲渡対象猫・子猫２回目）

１４：００～１５：００（管理棟譲渡対象犬２回目）

１５：００～１５：３０（哺乳猫・モデル犬２回目）

休日タイムスケジュール　　（例）

１２：００～１３：００（休憩）
①＋②（午後　３人）

９：００～１０：１５（管理棟譲渡対象犬1回目）

１０：１５～１２：００（子犬舎・愛護動物舎及び収容棟猫室・
管理棟子猫）

管理棟譲渡対象犬　２回目
（犬はクレート管理、午後はトイレを済ませクレートに戻す）

管理棟譲渡対象犬　1回目
（犬はクレート管理、午前は給餌・給水・トイレ・清掃等）

作業工程

８：３０～９：００（哺乳猫・モデル犬1回目）

愛護動物舎の愛護動物　　　（給餌・給水・清掃等）
収容棟の猫室・子犬舎①②の給餌・給水・清掃等 管理棟の子猫（給餌・給水・清掃等）２回目

モデル犬の飼養管理（トイレ・給水・清掃等）1回目

管理棟の子猫（給餌・給水・清掃等）１回目

休　憩

管理棟哺乳猫飼養管理（ミルク・排泄・清掃等）1回目

管理棟の哺乳猫（ミルク・排泄・清掃等）２回目

モデル犬の飼養管理（トイレ・給餌・清掃等）２回目
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収容施設一覧　（東葛飾支所）

平　日 休　日

鑑定室 １０ １０

第１室 ９ １部屋

第２室 ９ １部屋

第３室 ９ １部屋

第４室 ９ １部屋

第５室 １０ １部屋

第６室 ２ １部屋

収容棟（猫） 猫　室 ３０ ２６

譲渡猫舎 成　猫 １３ ９ １８㎡

犬係留場所 屋　外 ※①　８ ※②　１ ※③８５㎡ 0

管理棟（猫） 手術室 ４ ４ ５㎡

計 ２９室 １０５ ５６ ２２８㎡

※　作業人数は参考とする

※④０

１人

-13-

備考

※①は係留頭数、収
容可能頭数には含ま
ない

収容棟（犬）
１２０㎡

１人 １人

施設名 室名 収容可能頭数 ケージ数 延べ面積
人　　数

※②　係留場所は１
施設として計上

※③　管理棟並びに
収容棟周辺

※④　人数が”０”の
箇所は職員で対応
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↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓

↓

作業工程・人数（　１人）

↓

↓

↓

※　作業人数は参考とする

１２：００～１３：００　休憩　　　　　　　　　　　　　　　　

１３：００～１６：００　収容猫　（給餌・給水・清掃等）

-
1
4
-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業工程　　人数（　１人）　　　　　　　　※　作業人数は参考とする

東葛飾支所　平日タイムスケジュール　　（例）
収容動物の飼養管理

８：３０～１２：００ １２：００～１３：００ １３：００～１７：１５

休　憩

収容犬　（給餌・給水・散歩・清掃等）

収容猫　（給餌・給水・清掃等）

譲渡対象犬の収容室への収納
収容猫　（給餌・給水・清掃等）

収容犬　（給餌・給水・清掃等）

譲渡対象犬の散歩と屋外係留場所への係留

負傷猫の管理

１６：３０～１７：００　負傷猫の管理

１７：００～１７：１５　終業点検

東葛飾支所　休日タイムスケジュール　　（例）

　８：３０～９：００　譲渡対象犬の散歩、屋外への係留 　１３：００～１５：００　譲渡対象犬の散歩

　９：００～１０：３０　収容犬　（給餌・給水・清掃等） １５：００～１５：３０　譲渡対象犬を収容室へ収納

１０：３０～１２：００　収容猫　（給餌・給水・清掃等） １５：３０～１６：００　収容犬猫に給餌・給水

１２：００～１３：００　休憩 １６：００～１６：３０　収容犬の散歩

収容動物の飼養管理

８：３０～１６：００
収容犬　　（給餌・給水・清掃等）
収容猫　　（給餌・給水・清掃等）

８：３０～１０：００　収容犬　（給餌・給水・清掃等）

１０：００～１２：００　収容猫　（給餌・給水・清掃等）


